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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の面に、側壁と、前記側壁により区画されて成る凹部と、を有し、他方の面に、前
記凹部の底面と対向し且つ前記凹部の底面と平行な第１の面と、前記側壁と対向する第１
の領域から前記凹部の底面と対向する第２の領域の一部に亘り且つ前記第１の面よりも前
記一方の面と反対方向に突出して形成された集光部と、を有する光透過性の第１の基板に
おける前記側壁上に、光吸収性の第２の基板を配置する工程と、
　前記第１の基板側から光を照射することにより、前記第１の基板と前記第２の基板とを
溶着させる工程と、
を備えるマイクロチップの製造方法であって、
　前記凹部に向けて照射される光の少なくとも一部が、前記集光部により前記第１の基板
の前記側壁と前記第２の基板との貼り合わせ部に集光され、
　前記集光部はレンズ面である、マイクロチップの製造方法。
【請求項２】
　前記側壁は、前記第１の基板と前記第２の基板との貼り合わせ部に向かうにしたがい、
前記側壁の幅が小さくなるようなテーパー形状を有する請求項１に記載のマイクロチップ
の製造方法。
【請求項３】
　前記第１の基板の外面に入射される光の進行方向が、該外面に対して０度を超え、９０
度未満の角度をなす方向である請求項１または２に記載のマイクロチップの製造方法。
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【請求項４】
　一方の面に、側壁と、前記側壁により区画されて成る凹部と、を有し、他方の面に、前
記凹部の底面と対向し且つ前記凹部の底面と平行な第１の面と、前記側壁と対向する第１
の領域から前記凹部の底面と対向する第２の領域の一部に亘り且つ前記第１の面よりも前
記一方の面と反対方向に突出して形成された集光部と、を有する光透過性の第１の基板と
、前記第１の基板における前記側壁上に、前記第１の基板側からの光の照射によって溶着
された光吸収性の第２の基板と、を備え、
　前記集光部は、前記凹部に向けて照射される光の少なくとも一部を、前記第１の基板と
前記第２の基板との貼り合わせ部に集光させ、
　前記集光部はレンズ面である、マイクロチップ。
【請求項５】
　前記側壁は、前記第１の基板と前記第２の基板との貼り合わせ部に向かうにしたがい、
前記側壁の幅が小さくなるようなテーパー形状である請求項４に記載のマイクロチップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロチップの製造方法およびマイクロチップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療や健康、食品、創薬などの分野で、ＤＮＡ（Ｄｅｏｘｙｒｉｂｏ　Ｎｕｃｌ
ｅｉｃ　Ａｃｉｄ）や酵素、抗原、抗体、タンパク質、ウィルスおよび細胞などの生体物
質、ならびに化学物質を検知、検出あるいは定量する重要性が増してきており、それらを
簡便に測定できる様々なバイオチップおよびマイクロ化学チップ（以下、これらを総称し
てマイクロチップと称する。）が提案されている。
【０００３】
　一般に、マイクロチップは、その内部に流体回路を有しており、該流体回路は、たとえ
ば検査・分析の対象となる検体（たとえば、血液等）を処理する、あるいは該検体と反応
させるための液体試薬を保持するための液体試薬保持室、検体や液体試薬を計量するため
の計量部、検体と液体試薬とを混合するための混合室、混合液について分析および／また
は検査を行なうための検出部などの各部と、これら各部を適切に接続する微細な流路（数
百μｍ程度の幅）とから主に構成される。このような流体回路を有するマイクロチップは
、実験室で行なっている一連の実験・分析操作を、数ｃｍ角で厚さ数ｍｍ程度のチップ内
で行なえることから、検体および試薬が微量で済み、コストが安く、反応速度が速く、ハ
イスループットな検査ができ、検体を採取した現場で直ちに検査結果を得ることができる
など多くの利点を有し、たとえば血液検査等の生化学検査用として好適に用いられている
。
【０００４】
　マイクロチップは、通常、流体回路を構成する凹部（溝）が形成された基板と、平坦な
基板とを貼り合わせることにより作製される。従来、熱可塑性樹脂からなる２つの基板の
貼り合わせには、光（たとえばレーザ光）照射による溶着が用いられてきた（たとえば、
特許文献１）。この光照射による溶着においては、２枚の熱可塑性樹脂基板のうち、一方
を光透過性基板とし、他方を光吸収性基板として、この両者を重ね合わせて圧力を印加し
た後、光透過性基板側から光を照射する。光照射により、貼り合わせ面の温度が融点を超
えると、基板が融解して両基板が接合される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特公昭６２－４９８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　特許文献１に記載されるような光照射による溶着には以下のような課題があった。すな
わち、通常、光透過性基板と光吸収性基板とを貼り合わせる場合には、光透過性基板の全
面に光を照射するが、光透過性基板と光吸収性基板との貼り合わせ部（接触部）への光の
照射光量が十分でないと接合不良が生じる。一方、照射光量を大きくすると、長時間の光
照射が必要になって生産性が低下するばかりでなく、貼り合わせ部以外へのダメージが大
きくなってしまう。たとえば、上述のようなマイクロチップにおいては、照射光量を大き
くし過ぎると、計量部の変形によりその容量が変化したり、各部を接続する微細な流路が
閉塞したりする不具合が生じ得る。
【０００７】
　本発明の目的は、光照射による溶着によって基板同士を貼り合わせるマイクロチップの
製造方法において、流体回路の変形を防止または低減しつつ、基板間の接着性に優れたマ
イクロチップを生産性良く製造できる方法を提供することにある。また、本発明の他の目
的は、流体回路の変形が防止または低減されており、基板間の接着性に優れたマイクロチ
ップを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、一方の面に凹部を有する光透過性の第１の基板における凹部形成面上に、光
吸収性の第２の基板を配置する工程と、第１の基板側から光を照射することにより、第１
の基板と第２の基板とを溶着させる工程とを備えるマイクロチップの製造方法であって、
上記凹部に向けて照射される光の少なくとも一部が、第１の基板と第２の基板との貼り合
わせ部に集光されるマイクロチップの製造方法および該製造方法により得られるマイクロ
チップを提供する。
【０００９】
　本発明の製造方法において、上記第１の基板は、凹部と対向する領域の外面の少なくと
も一部に、光の進行方向に対して０度を超え、９０度未満の角度をなす面を有することが
好ましい。また、第１の基板の凹部を形成する側壁は、第１の基板と第２の基板との貼り
合わせ部に向かうにしたがい、該側壁の幅が小さくなるようなテーパー形状を有すること
が好ましい。第１の基板の外面に入射される光の進行方向は、該外面に対して０度を超え
、９０度未満の角度をなす方向であることが好ましい。
【００１０】
　また本発明は、一方の面に凹部を有する光透過性の第１の基板と、該第１の基板におけ
る凹部形成面上に、第１の基板側からの光の照射によって溶着された光吸収性の第２の基
板とを備え、第１の基板は、上記凹部に向けて照射される光の少なくとも一部を、第１の
基板と第２の基板との貼り合わせ部に集光させる集光部を有するマイクロチップを提供す
る。
【００１１】
　上記集光部は、第１の基板における、前記凹部と対向する領域の外面の少なくとも一部
を構成する、前記光の進行方向に対して０度を超え、９０度未満の角度をなす面を含むこ
とが好ましい。また、集光部は、第１の基板の凹部を形成する側壁であって、第１の基板
と第２の基板との貼り合わせ部に向かうにしたがい、該側壁の幅が小さくなるようなテー
パー形状を有する側壁を含むことが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のマイクロチップの製造方法によれば、光照射による溶着によって基板同士を貼
り合わせるマイクロチップの製造方法において、流体回路の変形を防止または低減しつつ
、基板間の接着性に優れたマイクロチップを生産性良く製造できる。また、本発明によれ
ば、流体回路の変形が防止または低減されており、基板間の接着性に優れたマイクロチッ
プを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】第１の基板に集光部を設けた一例および当該集光部による集光効果を示す概略断
面図である。
【図２】第１の基板に集光部を設けた他の一例および当該集光部による集光効果を示す概
略断面図である。
【図３】第１の基板に集光部を設けた他の一例および当該集光部による集光効果を示す概
略断面図である。
【図４】第１の基板に集光部を設けた他の一例および当該集光部による集光効果を示す概
略断面図である。
【図５】第１の基板に集光部を設けた他の一例および当該集光部による集光効果を示す概
略断面図である。
【図６】溶着工程（Ｂ）における光を斜めに照射する例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜マイクロチップの製造方法＞
　本発明のマイクロチップの製造方法は、以下の工程：
（Ａ）一方の面に凹部を有する光透過性の第１の基板における凹部形成面上に、光吸収性
の第２の基板を配置する基板積層工程、および
（Ｂ）第１の基板側から光を照射することにより、第１の基板と第２の基板とを溶着させ
る溶着工程、
を含み、溶着工程（Ｂ）の光照射において、上記凹部に向けて照射される光の少なくとも
一部が、第１の基板と第２の基板との貼り合わせ部に集光されることを特徴とする。
【００１５】
　第１の基板には、光透過性の熱可塑性樹脂を用いることができる。このような熱可塑性
樹脂としては、たとえば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタ
レート（ＰＥＮ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリメチルメタクリレート
（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリプロピレン（Ｐ
Ｐ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリアリレート樹脂（ＰＡＲ）、アクリロニトリル・ブタ
ジエン・スチレン樹脂（ＡＢＳ）、塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）、ポリメチルペンテン樹脂
（ＰＭＰ）、ポリブタジエン樹脂（ＰＢＤ）、スチレン・ブタジエン樹脂（スチレン－ブ
タジエン共重合体）、生分解性ポリマー（ＢＰ）、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）
、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリアミド（ＰＡ
）などを挙げることができる。
【００１６】
　第１の基板の一方の表面（第２の基板を積層する側の面）には、マイクロチップ内部の
流体回路を形成する所定のパターンを有する凹部（溝）が形成される。基板表面に、流体
回路を構成する凹部（溝）を形成する方法としては、特に制限されず、転写構造を有する
金型を用いた射出成形法、インプリント法などを挙げることができる。マイクロチップの
流体回路は、第１の基板表面に設けられた凹部と第２の基板における第１の基板に対向す
る側の表面とから構成される空洞部からなる。第１の基板表面に形成される凹部の形状（
パターン）は、上記空洞部が所望される適切な流体回路構造となるように決定される。
【００１７】
　なお後で詳述するように、いくつかの好ましい実施形態において、第１の基板には、上
記凹部に向けて照射される光の少なくとも一部を、第１の基板と第２の基板との貼り合わ
せ部に集光させる集光部が設けられる。
【００１８】
　第２の基板は光吸収性の基板であり、たとえば、光を吸収して発熱する光吸収物質が分
散された熱可塑性樹脂から構成することができる。第２の基板に用いることができる熱可
塑性樹脂の具体例は、上記と同様である。光吸収物質としては、たとえば色素を挙げるこ
とができ、その中でもカーボンブラックを好適に用いることができる。光吸収物質は、少
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なくとも第２の基板の貼り合わせ面上に分散されていればよい。たとえば、基板の貼り合
わせ面側に光吸収物質が分散された層が形成された構成としてもよく、あるいは第２の基
板全体に光吸収物質が分散されていてもよい。
【００１９】
　第１の基板と第２の基板とは、異種の熱可塑性樹脂から構成する場合もあるが、同種の
熱可塑性樹脂から構成することが好ましい。両基板を同種の樹脂から構成することにより
、光照射によって両基板の貼り合わせ面が同時に融解するため、接着強度をより高くする
ことができる。
【００２０】
　第１および第２の基板のサイズ（マイクロチップのサイズ）は特に限定されず、たとえ
ば縦横数ｃｍ程度、厚さ数ｍｍ～１ｃｍ程度とすることができる。
【００２１】
　上記流体回路は、たとえば、検査または分析の対象となる検体と混合または反応させる
ための試薬を保持するための試薬保持部；流体回路内に導入された検体から特定成分を取
り出すための分離部；検体（検体中の特定成分を含む。以下同じ。）を計量するための検
体計量部；試薬を計量するための試薬計量部；検体と試薬とを混合するための混合部；得
られた混合液についての検査または分析（たとえば、混合液中の特定成分の検出または定
量）を行なうための検出部などを挙げることができる。検査または分析の方法と特に制限
されず、たとえば、検出部に光を照射して透過する光の強度（透過率）を検出する方法等
の光学測定を挙げることができる。本発明に係るマイクロチップは、上述の例示された部
位のすべてを有していてもよく、いずれか１以上を有していなくてもよい。また、これら
例示された部位以外の部位を有していてもよい。流体回路の各部位は、所望する流体処理
を行なうことができるよう、流体回路内の適切な位置に配置され、かつ微細な流路を介し
て接続されている。
【００２２】
　検体からの特定成分の抽出（不要成分の分離）、検体および／または試薬の計量、検体
と試薬との混合、得られた混合液の検出部への導入などのような流体回路内における種々
の流体処理は、マイクロチップに対して、適切な方向の遠心力を順次印加することにより
行なうことができる。マイクロチップへの遠心力の印加は、マイクロチップを、遠心力を
印加可能な装置（遠心装置）に載置して行なうことができる。遠心装置は、回転自在なロ
ーター（回転子）と、該ローター上に配置された回転自在なステージとを備えることがで
きる。該ステージ上にマイクロチップを載置し、該ステージを回転させてローターに対す
るマイクロチップの角度を任意に設定することにより、マイクロチップに対して任意の方
向の遠心力を印加することができる。
【００２３】
　基板積層工程（Ａ）においては、上記第１の基板の凹部形成面上に、上記第２の基板を
配置する。ついで、溶着工程（Ｂ）において、ガラス板等を第１の基板上に配置し、この
ガラス板等を介して第１および第２の基板に圧力を印加した状態で、光（たとえば、レー
ザー光）を第１の基板側（ガラス板側）から照射し、第１の基板全体にわたってスキャン
することにより、基板の溶着を行なう。圧力を印加することにより、第１の基板と第２の
基板とを隙間無く密着させた状態で溶着を行なうことができる。光照射により、光吸収物
質が発熱し、この熱によって第２の基板の貼り合わせ面（第１の基板側表面）、場合によ
ってはさらに第１の基板の貼り合わせ面（第２の基板側表面）が溶融し、基板同士が溶着
される。
【００２４】
　照射する光は、カーボンブラック等の光吸収物質が光を吸収して、比較的効率よく貼り
合わせ面を加熱できるものであれば特に限定されず、たとえば、波長０．８～１．１μｍ
程度、パワー１０～１０００Ｗ程度のレーザー光を用いることができる。
【００２５】
　ここで、本発明において、溶着工程（Ｂ）の光照射は、マイクロチップの流体回路を形
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成する凹部に向けて照射される光の少なくとも一部が、第１の基板と第２の基板との貼り
合わせ部（接触部）に集光されるように行なわれる。これにより、光源の照射強度や照射
時間を増加させることなく、第１の基板と第２の基板との貼り合わせ部（接触部）に到達
する光の照射光量が、集光されない場合と比較して増加するため、基板間の接着性を向上
させることができる。また、照射時間を増加させる必要がないことから、生産性を良好に
維持することができる。
【００２６】
　さらに、凹部に向けて照射される光を第１の基板と第２の基板との貼り合わせ部（接触
部）に集光させることにより、流体回路の変形を防止または低減することができる。すな
わち、従来の溶着法では、第１の基板全体にわたって光を照射すると、貼り合わせ部でな
い箇所、つまり凹部（流体回路）が存在する領域にも一律に光照射がなされ、これによっ
て、該凹部に対向する第２の基板の表面、ひいては流体回路が変形しやすいという問題が
あった。凹部に向けて照射される光を貼り合わせ部に集光させることにより、該凹部に対
向する第２の基板の表面に光が照射されることを防止することができるため、このような
変形を防ぐことができる。
【００２７】
　このように、本発明によれば、第１の基板全体にわたって一律に光を照射した場合にお
いても、光照射が不要な領域（凹部が存在する領域）へ向けて照射された光を第１の基板
と第２の基板との貼り合わせ部に振り向けることが可能になるため、流体回路の変形防止
と基板間の接着性の向上とを同時に達成することが可能となる。
【００２８】
　以下、マイクロチップの流体回路を形成する凹部に向けて照射される光の少なくとも一
部を、第１の基板と第２の基板との貼り合わせ部（接触部）に集光させるための具体的な
実施の形態について詳細に述べる。
【００２９】
　（第１の実施形態）
　図１は、照射光を第１の基板と第２の基板との貼り合わせ部に集光させるために、マイ
クロチップの第１の基板に集光部を設けた一例および当該集光部による集光効果を示す概
略断面図である。図１（ａ）および図１（ｂ）はともに、溶着工程（Ｂ）における第１の
基板１００側からの光照射の様子を示したものであり、図１（ａ）は第１の基板１００が
集光部を有しない場合の光の進行方向、図１（ｂ）は第１の基板１００が集光部４００を
有する場合の光の進行方向を示したものである。本実施形態において、集光部４００は、
第１の基板１００における、凹部５００と対向する外面の一部を構成する傾斜面（傾斜平
面）、具体的には、光３００の進行方向に対して０度を超え、９０度未満の角度をなす面
からなる。
【００３０】
　図１（ａ）を参照して、集光部を有しない場合においては、凹部５００に向けて、第１
の基板１００の基板面に垂直な方向から照射された光３００は、そのまま第１の基板１０
０および凹部５００を直進して凹部５００に対向する第２の基板２００の表面に至る。こ
のような照射光は、第２の基板２００の当該表面、ひいては流体回路の変形を生じさせ得
る。一方、図１（ｂ）を参照して、第１の基板１００の外面に集光部４００を設けた場合
には、集光部４００の傾斜面に入射した光３００は、第１の基板１００を構成する熱可塑
性樹脂の屈折率ｎおよび集光部４００の傾斜角度（すなわち、傾斜面への入射角度）に応
じた角度で、第１の基板１００内部で屈折を繰り返し、凹部に対向する第２の基板２００
の表面に到達することなく、第１の基板１００と第２の基板２００との貼り合わせ部に集
光される。
【００３１】
　図１（ｂ）の例においては、第１の基板１００の外面に設けられた幅１．０の壁Ｘに隣
接して幅０．７５の傾斜面（集光部４００）を形成していることにより、第１の基板１０
０と第２の基板２００との貼り合わせ部への照射光量が１．７５倍増加している。なお、
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図１（ｂ）の例において、集光部４００への光３００の入射角度φ1は６０°であり、第
１の基板１００を構成する熱可塑性樹脂の屈折率は１．５である。したがって、スネルの
法則に従い、屈折角φ2は３５°となる。
【００３２】
　以上のように、本実施形態によれば、集光部４００を設けた領域の直下に位置する第２
の基板２００表面の変形防止と、第１の基板１００と第２の基板２００との貼り合わせ部
の接着性の向上とを同時に達成することができる。集光部４００は、凹部５００に対向す
る外面の全領域に設けてもよいし、当該外面の一部に設けてもよい。
【００３３】
　また、本実施形態に係る集光部は、図１に示されるような傾斜した平面に限定されるも
のではなく、図２および図３に示されるような、第１の基板１００の外面（通常は、貼り
合わせ部の直上）に設けられた凸面（レンズ面）からなる集光部４０５であってもよい。
この場合、凸面の焦点距離ｆが、第１の基板１００の厚み（外面から貼り合わせ部までの
距離）と同じ（またはほぼ同じ）になるようにする。
【００３４】
　（第２の実施形態）
　図４は、照射光を第１の基板と第２の基板との貼り合わせ部に集光させるために、マイ
クロチップの第１の基板に集光部を設けた他の一例および当該集光部による集光効果を示
す概略断面図である。図４（ａ）および図４（ｂ）はともに、溶着工程（Ｂ）における第
１の基板１００側からの光照射の様子を示したものであり、図４（ａ）は第１の基板１０
０が集光部を有しない場合の光の進行方向、図４（ｂ）は第１の基板１００が集光部４１
０を有する場合の光の進行方向を示したものである。本実施形態において、集光部４１０
は、第１の基板１００の凹部５００を形成するテーパー形状の側壁、具体的には、第１の
基板１００と第２の基板２００との貼り合わせ部に向かうにしたがい、その幅が小さくな
るような傾斜側壁（傾斜した側壁面を有する側壁）からなる。集光部４１０である側壁が
有する傾斜した側壁面の傾斜角度（傾斜側壁と、光３００の進行方向とがなす角度）、す
なわち、図４（ｂ）におけるテーパー角αは、０°＜α＜９０°（αが採り得る最小値は
０°であり、最大値は９０°である。）であり、傾斜側壁に入射した光を全反射させるた
めに、好ましくは（９０－θc）°以下とされる。θcは全反射の臨界角であり、θc＝ｓ
ｉｎ-1（１／ｎ）〔ｎは第１の基板の屈折率〕である。なお、図４（ｂ）は、側壁の両側
に凹部５００が形成され、これらの凹部５００を形成する、対向する２つの側壁面が傾斜
した例を示しているが、片側の側壁面のみが傾斜していてもよい。
【００３５】
　図４（ａ）を参照して、集光部を有しない場合においては、図１（ａ）の場合と同様、
凹部５００に向けて、第１の基板１００の基板面に垂直な方向から照射された光３００は
、そのまま第１の基板１００および凹部５００を直進して凹部５００に対向する第２の基
板２００の表面に至る。一方、図４（ｂ）を参照して、テーパー形状の側壁からなる集光
部４１０を設けた場合には、光３００は、集光部４１０の傾斜側壁面にて反射（好ましく
は全反射）し、凹部に対向する第２の基板２００の表面に到達することなく、第１の基板
１００と第２の基板２００との貼り合わせ部に集光される。
【００３６】
　図４（ｂ）の例においては、図４（ａ）に示される幅１．０の側壁Ｙの両側に、それぞ
れ幅０．７５にわたって傾斜面を形成していることにより、第１の基板１００と第２の基
板２００との貼り合わせ部への照射光量が２．５倍増加している。
【００３７】
　以上のように、本実施形態によれば、集光部４１０（凹部５００を形成する側壁）が有
する傾斜した側壁面の直下に位置する第２の基板２００表面の変形防止と、第１の基板１
００と第２の基板２００との貼り合わせ部の接着性の向上とを同時に達成することができ
る。
【００３８】
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　（第３の実施形態）
　図５は、照射光を第１の基板と第２の基板との貼り合わせ部に集光させるために、マイ
クロチップの第１の基板に集光部を設けたさらに他の一例および当該集光部による集光効
果を示す概略断面図である。図５（ａ）は、第１の基板１００が集光部を有しない場合の
光の進行方向を示した図であり、図４（ａ）と同一である。図５（ｂ）は、第１の基板１
００が本実施形態に係る集光部を有する場合の光の進行方向を示したものである。本実施
形態において、第１の基板１００は、上記第１の実施形態で説明した、凹部５００と対向
する外面の一部を構成する傾斜面からなる２つの集光部４００と、上記第２の実施形態で
説明した、凹部５００を形成するテーパー形状の側壁からなる２つの集光部４１０とを含
む。
【００３９】
　図５（ｂ）の例においては、第１の基板１００の外面に設けられた幅１．０の壁Ｚの両
側に隣接して幅０．７５の傾斜面（集光部４００）を形成し、かつ、入射した光を反射（
全反射）させる傾斜側壁面（集光部４１０）を形成していることにより、第１の基板１０
０と第２の基板２００との貼り合わせ部への照射光量が３．６倍増加している。このよう
に、上記第１および第２の実施形態で示した集光部４００，４１０を組み合わせることで
、集光効果をより向上させることができる。
【００４０】
　（第４の実施形態）
　図６は、照射光を第１の基板と第２の基板との貼り合わせ部に集光させるために、光を
斜めに照射する例を示す概略断面図である。図６（ａ）および図６（ｂ）はともに、溶着
工程（Ｂ）における第１の基板１００側からの光照射の様子を示したものであり、図６（
ａ）は第１の基板１００の外面（基板面）に対して垂直な方向から光照射される場合の光
の進行方向、図６（ｂ）は第１の基板１００の外面（基板面）に対して斜め方向に光照射
される場合の光の進行方向を示したものである。ここでいう斜め方向とは、該外面に対し
て０度を超え、９０度未満の角度をなす方向をいう。
【００４１】
　図６（ａ）を参照して、第１の基板１００の外面（基板面）に対して垂直な方向から光
照射される場合においては、凹部５００に向けて照射された光３００は、そのまま第１の
基板１００および凹部５００を直進して凹部５００に対向する第２の基板２００の表面に
至る。このような照射光は、第２の基板２００の当該表面、ひいては流体回路の変形を生
じさせ得る。一方、図６（ｂ）を参照して、第１の基板１００の外面（基板面）に対して
斜め方向に光照射される場合、第１の基板１００の屈折率ｎ1は通常、凹部５００内の屈
折率ｎ2（通常、空気であり、ｎ2＝１．０である。）より大きいため、凹部５００内に斜
めに入射した光は、凹部／第１の基板界面において反射することなく、第１の基板１００
内に浸入する。一方、第１の基板１００内に斜めに入射した光（前記の浸入した光も含め
て）は、第１の基板／凹部界面において反射し、第１の基板１００と第２の基板２００と
の貼り合わせ部に集光される。なお、空気／第１の基板１００／凹部（空気）をこの順に
通過する光は、図６（ｂ）に示されるように、スネルの法則に従った入射角度、屈折角θ

1、θ2を示す。ｎ1＞ｎ2の場合、θ2＞θ1となる。
【００４２】
　このように、光を斜めに入射した場合には、凹部５００内に斜めに入射された光の少な
くとも一部を第１の基板１００と第２の基板２００との貼り合わせ部に集光することが可
能になるため、凹部５００に対向する第２の基板２００表面の変形防止と、第１の基板１
００と第２の基板２００との貼り合わせ部の接着性の向上とを同時に達成することができ
る。
【００４３】
　第１の基板１００内に斜めに入射した光をより効率的に貼り合わせ部に集光させるため
には、該入射光を第１の基板／凹部界面において全反射させることが好ましい。したがっ
て、第１の基板１００の材質（屈折率）に応じて、照射光の照射角度（図６（ｂ）におけ
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1）以上とすることが好ましい。たとえば、第１の基板１００をポリスチレン（屈折率１
．６）から構成する場合、θを３９度以上とすることで全反射させることができる。
【００４４】
　照射光の照射角度を斜めにする方法としては、たとえば、光源と第１の基板１００との
間に、ブラストガラスまたは拡散板を配置して、照射光を散乱させる方法を挙げることが
できる。
【００４５】
　ポリスチレンからなり、凹部を有する第１の基板およびポリスチレンにカーボンブラッ
クを分散させた第２の基板を用いて、第２の基板／第１の基板／ガラス板の順に積層して
積層体を形成し、５００Ｎの荷重を積層体に印加しながら、光源〔６０Ｗの半導体レーザ
ー、光源からのレーザー光の進行方向は第１の基板の基板面に対して垂直な方向）とガラ
ス板との間にブラストガラスを配置して、照射時間約１０秒でレーザー照射を行なったと
ころ、ブラストガラスを設置しない場合と比較して、凹部に対向する第２の基板表面の潰
れが大幅に減少した。また、第１の基板と第２の基板との間の接着強度も十分に高かった
。
【００４６】
　＜マイクロチップ＞
　本発明は、一方の面に凹部を有する光透過性の第１の基板と、該第１の基板における凹
部形成面上に、第１の基板側からの光の照射によって溶着された光吸収性の第２の基板と
を備え、第１の基板は、上記凹部に向けて照射される光の少なくとも一部を、第１の基板
と第２の基板との貼り合わせ部に集光させる集光部を有するマイクロチップ、および上記
製造方法により得られるマイクロチップを提供する。本発明のマイクロチップは、上記凹
部と第２の基板における第１の基板に対向する側の表面とから構成される空洞部からなる
流体回路を内部に有する。
【００４７】
　本発明のマイクロチップによれば、光源の照射強度や照射時間を増加させることなく、
第１の基板と第２の基板との貼り合わせ部（接触部）に到達する光の照射光量が、集光さ
れない場合と比較して増加するため、基板間の接着性が向上されている。また、照射時間
を増加させる必要がないことから、生産性を良好に維持することができる。また、凹部に
向けて照射される光が貼り合わせ部に集光され、その結果、該凹部に対向する第２の基板
の表面への光照射が低減または防止されているため、流体回路の変形が効果的に低減また
は防止されている。
【００４８】
　本発明のマイクロチップが備える集光部は、上述した集光部であることができる。具体
的には、凹部と対向する外面の一部を構成する傾斜面（光の進行方向に対して０度を超え
、９０度未満の角度をなす面）、凹部を形成するテーパー形状の側壁（第１の基板と第２
の基板との貼り合わせ部に向かうにしたがい、その幅が小さくなるような傾斜側壁）また
はこれらの双方であることができる。マイクロチップを構成する第１の基板、第２の基板
および流体回路については、上述した内容がここでも当てはまる。マイクロチップのサイ
ズは特に限定されず、たとえば縦横数ｃｍ程度、厚さ数ｍｍ～１ｃｍ程度とすることがで
きる。
【符号の説明】
【００４９】
　１００　第１の基板、２００　第２の基板、３００　光、４００，４０５，４１０　集
光部、５００　凹部。
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